
藤枝市スポーツ大会参加者宿泊費等助成金交付要領  

藤枝市スポーツ大会参加者宿泊費等助成金の実施に関し、藤枝市スポーツ大会

参加者宿泊費等助成金交付要綱 (令和６年藤枝市告示第 57 号。以下「要綱」とい

う。 )に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。  

第 1 要綱第２条第１号の「大規模スポーツ大会」は、次のいずれかの大会とす

る。  

(1) 全国ＰＫ選手権大会 in Fujieda 

(2) 藤枝リバティ駅伝大会  

(3) ふじえだマラソン  

(4) その他市長が認めた大会  

附  則   

この告示は、令和６年４月１日から施行する。  

 


